
PIとしての住民投票に関する考察* 

Consideration on Referendum as Public Involvement Procedure* 

 

 

坂本麻衣子** 

By Maiko SAKAMOTO** 

 

 

１．はじめに 

 

「平成の大合併」を契機に，日本における住民投票の

件数は飛躍的に増加した．上田1)によると，1998年から

2002年までの7年間で20件の投票実績しかなかったとこ

ろへ，2003年以降の2年3ヶ月間で343件の住民投票が実

施された．この343件の投票のうち例外の1件を除き，す

べて何らかの形で市町村合併に関連したものであり，提

案された住民投票条例案は864件にも上る．このうち

45.8%が住民からの直接請求，23.2%が議員提案，31.0%

が首長提案であった．直接請求された条例案は90％以上

が不成立に終わり，一方，首長が条例案を提案した場合

は約90％の割合で成立している1)． 

西欧の代議制民主主義国においても、市民は政治家や

政策に対する自信を失い始め、直接制民主主義について

政策的な場で検討され始めている2)。 

日本において初めて条例に基づく住民投票が実施され

たのは，1996年新潟県西蒲原郡巻町において原子力発電

所の建設可否を問うものであった．公共事業に関わる住

民投票では，産業廃棄物処理場建設，空港建設などのい

わゆるNIMBYに関するものが多い．水資源開発事業で

は，建設される土木建造物はNIMBYと呼べるほど大き

な負の外部性を発生させるわけではないが，一般に規模

が大きいため多数の住民の移転を要することや，開発時

に環境破壊を伴うことが多いため，長良川河口堰問題以

降，事業の妥当性について世論の厳しい目にさらされて

いる．水資源開発において初めて条例に基づく住民投票

が実施されたのは，2000年に徳島県徳島市で行われた吉

野川可動堰建設の可否を問うものであった． 

市民参加が謳われてから久しく，最近では市民参加条

例やまちづくり条例などを制定し，制度として市民参加

を進めようとする自治体が増加しつつある．制定済みの

市民参加条例では，実施にあたって議会の議決が必要と

いう条件つきではあるが，住民投票制度がほぼ標準装備

されている1)． 
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現行の条例に基づく住民投票は，日本国憲法と条例

の関係から法的拘束力を持たせることは難しいとされて

いる．たとえ法的な問題がクリアされたとしても，水資

源開発事業に係る住民投票の場合には，有権者の範囲の

設定や，投票結果の取り扱い，投票権を持たない将来世

代との不公平性の問題など，有権者の問題認知・処理能

力を超える多くの課題を孕むと考えられ，住民投票の結

果だけをもって地域の意思決定とすることには慎重であ

るべきと考えられる． 

本研究は吉野川可動堰建設問題における住民投票を

事例に，諮問型の住民投票，言い換えればコミュニケー

ションツールとしての住民投票の可能性について考察す

ることを目的とする． 

 

２．吉野川可動堰建設問題における住民投票 

 

（１）吉野川可動堰問題の経緯3) 

吉野川の河口から14kmほど上流へさかのぼった地点

の南岸はかつて第十村と呼ばれ，1752年にこの地域に農

業用水の分流を目的として農民たちが堰（第十堰）を築

造した．川の流れを直角に遮らない弓状2段構えの斜め

堰で，上堰は長さ1250m，下堰は550mというものであ

った．構造上，水をためることがなく川は常に流れ続け

ており，堰の下流に真水と海水が交わる汽水域をつくっ

ている． 

旧建設省は，150年に1度の確率で発生する可能性が

ある大洪水に備えて，この第十堰を取り壊すと同時に，

約1000億円をかけて，この堰の下流1.5kmの地点に，新

たに可動堰を建設する事業計画を1982年以降進めてきた． 

この可動堰建設計画に疑問を持った市民の中から，

「第十堰住民投票の会」が1998年に立ち上がった．住民

投票の実施を市長に請求するための署名運動の結果，

1999年1月に徳島市の有権者総数の48.8％にあたる10万

超の署名を集めた．しかし，住民による直接請求は議会

で否決された．そこで，目標を住民投票の議員提案に変

え，「第十堰住民投票の会」の代表の一部によって「住

民投票を実現する市民ネットワーク」を結成し，1999年

4月の市議会選挙での議席獲得を狙った．この選挙で市

民ネットワークは3議席を獲得し，最終的に1999年12月



に，実施日を2000年1月23日，投票率50%以上で開票と

いう条件付のもと，吉野川可動席建設の可否を問う住民

投票の実施が徳島市議会で可決された． 

 

（２）住民投票の結果3) 

 

2000年1月23日に行われた住民投票では，投票率

55.0%，投票総数11万4,000弱であり，このうち反対票が

90%を占めた．また，全有権者に占める反対票の割合は

49.57%であった．今井3)が実施した出口調査をもとに，

先の市議会選挙と住民投票での投票行動の比較について

まとめられたものを図-1に示す． 

 

図-1 投票行動の比較3) 

 

図-1より，住民投票に参加した人のうち，「先の市議

会選挙で住民投票拒絶派の候補に投票した人」がほぼ3

割いたということになり，これは先の市議会選挙で住民

投票拒絶派に投票した人の約半数にあたることになる．

また，市議会選挙を棄権した人の約25%が住民投票に参

加している． 

 

３．展開型ゲームによる投票行動の分析 

 

なぜ住民投票拒絶派に投票した投票者が住民投票で

は可動席建設反対に投票したのだろうか．状況は可動堰

建設が濃厚であり，可動堰建設反対派が可動堰建設を止

めるためには「住民投票の実施」→「住民投票において

可動席建設反対派が多数」という流れを実現するのが最

も現実的であったはずである．市議会選挙と住民投票に

おける住民の投票行動を，ここでは投票に係る2段階の

意思決定と捉え，図-2のように展開型ゲームによりモデ

ル化し，投票行動について分析する． 

 

図-2 2段階ゲーム 

 

有権者は1st Voting（市議会選挙）において，住民投

票賛成派に投票するか，住民投票反対派に投票するか2

つの選択肢を持っている．住民投票反対派が多数を占め

ることになれば実現する事象は「現状維持」である．こ

のとき有権者が得る利得をβとする．一方，住民投票賛

成派が多数を占めることになれば，2nd Voting（吉野川

可動堰建設の可否を問う住民投票）が実現する．また，

有権者は1st Votingにおいて，2nd Votingが実施された場

合の得票率を予想し，可動堰建設賛成派の得票率をq，

可動堰建設反対派の得票率を1-qと考えていることとす

る． 

2nd Votingにおいて，有権者は可動堰建設賛成に投票

するか，可動堰建設反対に投票するか2つの選択肢を持

っている．可動席建設賛成派が多数を占めることになれ

ば実現する事象は「可動堰建設」である．このとき有権

者が得る利得をαとする．一方，可動堰建設反対派が多

数を占めることになれば実現する事象は「現状維持」で

ある．このとき有権者が得る利得を0とする．ここで，

可動堰建設反対派が多数となり現状維持が到達されたと

きの利得が有権者にとって無（=0）であることを意味

しているわけではなく，α，0，βの相対関係から有権者

にとっての価値を判断することとし，このための基準点

を2nd Voting後の現状維持として，この利得を0としてい

る．言い換えれば，現実の何らかの利得行列に対して，

2nd Voting後の現状維持の利得が0となるようにアフィン

変換した結果の各事象に対する利得をα，0，βとして表

記するものである．  

今，可動堰建設反対派の行動について分析すること

とする．そこで，α<0とする．可動堰建設反対派は1st 

Votingでの予想qに関して，αq>βならば，住民投票賛成

に投票し，αq<βならば，住民投票反対に投票すること

になる． 

したがって，可動堰建設反対派が1st Votingで住民投



票反対に投票する場合，q
β
α

< であり，0 1q≤ ≤ で

あるから，0
β
α

< である必要がある．したがって，

0β < でなければならい． 

住民投票賛成に投票する場合， q
β
α

> であり，

0 1q≤ ≤ であるから， 1
β
α
< である必要がある．した

がって，α β< でなければならい． 

住民投票反対と賛成が無差別の場合，q
β
α

= であり，

0 1q≤ ≤ であるから，0 1
β
α

≤ ≤ である必要がある．

したがって， 0α β≤ ≤ でなければならい． 

以上をまとめれば，α，βと投票行動の関連を図-3のよ

うにまとめられる． 

α

β

O

住民投票賛成

住民投票反対

α=β

図-3 建設反対派の価値認識と投票行動の関連 

 

図-3は，もし，すべての可動堰建設反対派の有権者が

2nd Votingが実施された場合の可動堰賛成派の得票率をq

と予想し，その共通の予想のもとで合理的に投票してい

た場合，利得α，βに対してどのような価値認識をして

いたかを説明するものである． 

図-3より，1st Votingにおいて，もし0 β< ならば，

可動堰建設反対派の有権者は必ず住民投票反対に投票す

る．これは2nd Votingにおける予想qによらない．つまり，

住民投票反対派が市議会選挙において多数席を獲得し，

住民投票が実施されない場合と，住民投票賛成派が多数

を占め，住民投票が実施され，その後に可動堰建設反対

が多数を占めた場合では，実際に実現する事象はどちら

も現状維持になるが，1st Votingで住民投票反対派が多

数を占めて現状維持が実現する方が効用が高いと感じる

可動席建設反対派は1st Votingで住民投票反対に票を入

れることになる．これは取引費用や割引率を考えれば妥

当な行動であると考えられる．すなわち，同じ現状維持

が実現するならば，2段階目の投票で実現するよりも，1

段階目の投票で実現した方がコスト等に関してより合理

的であると考えるであろう．したがって，1st Votingで

住民投票反対に投票し，2nd Votingにおいて可動堰建設

反対に投票した投票者は0 β< という価値認識を持ち，

これは主に現状維持の早期決定を望んでいたことからく

るものではないかと考えられる． 

一方，1st Votingにおいて，もしβ α< ならば必ず住

民投票賛成に投票する．これは2nd Votingにおける予想q

によらない．住民投票賛成が可決された後は 0α < な

ので，可動堰建設反対に投票する．つまり，

0β α< < であるから，2nd Votingにおいて賛成派が勝

利すること以上の不効用を住民投票が実施されない状況

に感じていたと推察される．おそらく，住民投票を行う

という手続きに大きな価値を覚えていたのではないかと

考えられる． 

以上の考察から，多段階の投票によって住民の選好

についてより深く理解できる可能性があることが示され

た．このような示唆を与える吉野川可動堰問題は，大規

模な公共事業において初めて住民投票が実現される至っ

た先例として重要であると同時に，2段階の投票により

民意が表明された例として公共事業における住民投票の

制度的検討を行う上で有用かつ興味深い先例であるとい

える． 

 

 

 



４．住民投票の失敗に関する考察 

 

図-3において 0α < における無印の領域は住民投票賛

成と反対が無差別である場合を表しており，このとき，

可動堰反対派の有権者は確率的に投票すると考えられる．

ここでは，このように確率的に投票する有権者がいる場

合の投票について考察する． 

今，ある集団において，ある議案に対する有権者の

意見構成が図-4のようであるとする． 

 

 

図-4 意見集団の構成 

 

すなわち，賛成派と反対派の2つに分かれ，賛成派の

人数は A AN n+ 人，反対派の人数は B BN n+ である．

今，一般性を失わずに BBAA nNnN +>+ と仮定す

る．確定的でない意見を持っている人々は，本来の選好

から確率的に離脱するとする．確定的でない意見を持っ

ている人々をゆらぎ賛成派，ゆらぎ反対派と呼ぶことと

し，賛成派と反対派でそれぞれ ,A Bn n 人が存在すると

する．このとき，賛成派，反対派において確率的に離脱

する人々の人数を BA nn ′′ , とする．もし，住民投票をし

て， ABBBBAAA nnnNnnnN ′+′−+<′+′−+ と

なってしまったら，本来の集団選好とは異なる結果を住

民投票は指し示すことになり，適切な社会的選択は成し

遂げられない．このような状況を住民投票の失敗と呼ぶ

ことにする． 

BA nn ′′ , は独立であり，それぞれガンベル分布に従う

確率項であると仮定すると，住民投票の失敗が起こる確

率は次式のように書ける． 
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なお，式（1）においてΔは
1

( )
2

A A B BN n N n+ − − で

ある．したがって，住民投票の失敗は ∆ にのみ依存し

て発生することが分かる．すなわち，2 つの意見集団が

存在するとき，それぞれの真の集団選好を表明する投票

者の数の差が大きいほど，住民投票の失敗は発生しずら

く，それぞれの真の集団選好を表明する投票者の数の差

が小さいほど，住民投票の失敗は発生しやすくなる．し

たがって，意見が2つに分かれ，どちらが多数とも言い

切れず，意見を調整しずらいような議案に対して最終的

に住民投票を用いて地域の意志決定を行おうとする場合，

住民投票の失敗が起こる可能性が大きいといえる． 

 

４．まとめ 

 

本研究では，吉野川可動堰建設問題を事例に，住民参

加におけるコミュニケーションツールとしての住民投票

の可能性について考察した．また，本来，住民投票の実

施による意思決定が最も期待されそうな状況において，

住民投票の失敗，すなわち真の集団の選好とは異なる投

票結果が生じる可能性が高いことを指摘した．代議制と

直接制は民主主義において対立するものではなく，補完

しあうものであると考えられる．より成熟した住民参加

の時代に向けて，公共事業に係る住民投票の有効活用の

ために，投票行動を踏まえた制度的検討が望まれる． 
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